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当協会の業務運営につきましては、平素より格別のご支援とご協力を賜り、心より感謝
申し上げます。本年の年頭に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。

令和 7年は、大規模な林野火災や夏季の台風や大雨に伴う自然災害が各地で相次ぎ、住
民生活や地域経済に少なからぬ影響が生じました。被害に遭われた皆様に対し、心よりお
見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興が進むことを祈念しております。
また、物価高騰により、生活必需品やエネルギー価格の上昇が続き、生活者・事業者の
双方にとって大きな負担となっています。こうした中、政府は「「強い経済」を実現する総
合経済対策」を実施していくこととし、令和 7年12月16日に令和 7年度補正予算が成立し、
今後、市町村は物価高騰等への対応を行っていくことになります。
また、出生数の減少が続く中、少子化・人口減少は、学校教育、地域医療、福祉、産業、
さらには地域コミュニティの維持にまで影響を及ぼし、地域社会の持続可能性を揺るがす
重大な課題となっております。
このような情勢の中、市町村には、防災、福祉、教育、そして地域のつながりの維持など、
多岐にわたる重要な役割を引き続き担っていただくことが求められております。
その中で、「市町村振興宝くじ」の収益金は、地域課題に柔軟に対応し、住民に身近な行
政サービスを維持・充実させるための貴重な財源の一つとして、重要な役割を果たしており
ます。令和 7年度の市町村振興宝くじにおきましては、ハロウィンジャンボ宝くじ及びク
イックワン 8月分・9月分は前年を上回る結果となり、近年の売り上げ状況を踏まえますと、
これは大変喜ばしい結果でありました。一方、サマージャンボ宝くじの売上額につきまし
ては、残念ながら前年を下回る結果となりました。サマージャンボの収益金は全国的観点
で行われる市町村振興事業等の貴重な財源でありますので、当協会といたしましても、引
き続き広報等に努めてまいりますので、各市町村の皆様におかれましては、収益金が地域
の財源の一端を担っていることを改めてご認識いただき、より一層のご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

結びに、本年が皆様方にとりまして実り多い一年となりますとともに、全国の市町村並
びに当協会の一層の発展を祈念いたしまして、年頭のごあいさつといたします。

年頭のごあいさつ

一般財団法人  全国市町村振興協会
会長　松　井　一　實

（全国市長会会長・広島県広島市長）
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【令和 7 年度（ 3 年目）】
・　須崎町、明治町、古町、殿町の商店街ごとに、今後のまちづくりの指針となるエリアビジョ

ンを策定し、市民への周知を図りました。
・　活用可能な空き店舗のカタログを作成し、事業者のマッチング支援を行いました。これにより、

積極的なリーシングが可能になりました。
・　古町商店街の空き店舗の活用として、JAMフリースクール「てぃーだのたね」が開校しました。

てぃーだのたねは、今年度策定したエリアビジョンが早速具体化したものであるとともに、
前年度に本事業にて開催した「ここっちゃ遊び場会議」の参加者が運営に参画しています。

・　ほこみち制度の実装と活用のための事業スキームを構築し、イベント「のおがたアーケードパー
ク2025」を開催し、人々の交流を促進しました。

・　本事業を通してのヒアリングと情報収集の成果によって、まちなか再生事業を持続するため
の体制づくりとして、「直方てんてん会議」を設置しました。

■外部専門家短期派遣事業
　⑴　宮崎県木城町（キジョウチョウ）　
【事業年度】令和５年度　【分野】関係人口・交流人口
　＜地域の抱える課題＞

木城町は宮崎県のほぼ中央に位置し、町面積の約80％以上が森林原野です。町を流れる小丸川
の下流は平坦で開けていますが、上流は山間地帯となっています。

JAMフリースクール「てぃーだのたね」開校

直方てんてん会議

のおがたアーケードパーク
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今回、申請の対象となった「中之又地域」は、最も山間部に位置し、以前は地域の産業であっ
た鉱山が閉鎖され、林業も衰退し、人口減少と高齢化が進んでいます。申請時点では27世帯37名
が暮らしており、そのうち約 9 割が65歳以上の高齢者で、集落の存続が課題となっていました。

こうした中、地域の伝統文化である中之又神楽や地場産品などの地域資源に磨きをかけ、関係
人口、交流人口を増やすことで地域活性化を図るため、外部専門家短期派遣事業を活用しました。
　＜外部専門家からの提言＞

　具体的な施策として、以下の 4 つの柱と施策の内容が提言されました。
①地域づくりのコンセプト構築

・地域づくりにおいては、木城町の特徴を表す基本コンセプトを構築する。
②交流人口・関係人口づくり

　　・ 中之又神楽継承の仕組みづくりや歳時記に合わせたツアーの実施、また交流の場づくりにより
町の関係人口を創出する。

③地域で稼ぐ仕組みづくり
・地域のコンセプトを体現する商品・サービスの展開により、町内連携による内需を創出する。

④受入体制の整備・推進組織の整備
・個々の地域資源をこの中山間部一体として訪れた方にどう感じさせることができるか
・そのために個々の資源をどうつないでいくか、エリア全域にどう響かせるかに注力する。 

　＜ふるさと再生事業へステップアップ（令和 6年度）＞
外部専門家からの提言を受け、翌年度（令和 6 年度）にふるさと再生事業へステップアップし

ました。
　＜事業内容と主な成果＞

●地域で稼ぐ仕組みづくり
・　中之又地区の現状分析や地域資源の調査について
　　中之又地区で生産されている各農産物の生産者、品目、生産量、出荷先などを具体的な数量

で把握し、一覧化しました。これにより、中之又で稼ぐ仕組みづくりを進めるうえで、販路
拡大や販売体制などの戦略を立てるための基礎を構築することができました。また、これらの
情報は中之又地区の住民と共有しました。

・　おためし地域おこし協力隊（山暮らし体験事業）の実施について
　　外部人材確保に向けた、おためし地域おこし協力隊（ 2 泊 3 日中之又山暮らし体験ツアー）

事業を企画したところ、想定を超える14組15名の応募がありました。選考の結果、 4 組 4 名
のご参加をいただき、中之又地区住民や中之又の地域資源はもちろん、中之又地区以外のス
テークホルダーに係る視察や交流も含めた体験メニューを実施しました。また、本事業の実
施に至るまで、中之又地区住民との継続的な協議を行い、中之又全体として、本ふるさと再
生事業を「自分ごと」で捉える機運を醸成することができました。
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●民俗、文化、伝統芸能の継承
おためし地域おこし協力隊事業の行程を中之又神楽保存会の取り組みと連携させ、神楽を活か

したツーリズムのプログラムという位置づけで、中之又神楽の年中行事に合わせて実施したことで、
参加者に中之又神楽に実際に触れてもらうことができました。また、中之又神楽の関係者との交
流もでき、中之又神楽を軸としたツーリズムプログラムの土台を構築することができました。
●有機農畜産物の振興

中之又地区の柚子や蜂蜜、椎茸のほか、町内産の有機野菜（無農薬野菜も含む）の食材を使い、
首都圏の飲食店でグルメフェアを実施しました。 3 日間にわたり、木城町の食材を使用したメ
ニューを提供し、中之又地区の農産物等の活用の幅や、町内有機野菜等農畜産物の魅力を対外的
にPRすることができました。

さらに、グルメフェアに合わせて、東京都の新宿みやざき館KONNEにて木城町の特産品などの
物販を実施し、木城町の有機野菜等農畜産物をはじめ、特産品等を首都圏でPRすることができま
した。

4．地域再生フォーラム・地域再生セミナー

財団では、全国の地方公共団体の地域再生の取り組みを支援するため、有識者や地域再生マネー
ジャーによる国の施策動向や地域再生手法、各地の先進事例などの情報提供と交流の場を設けてい
ます。

令和 7 年度は、 8 月22日に東京のホテルルポール麹町にて「若者や女性に魅力のある仕事や地域
を考える」をテーマとした地域再生フォーラムを開催しました。当日は、地方公共団体や民間企業
の地域づくり関係者など、約120名の方々に参加いただきました。

基調講演では、株式会社野村総合研究所顧問の増田寛也氏より「人口減少社会を生き抜くために」

宮崎県木城町グルメフェアの実施（東京都ビストロ向日葵）

地域住民との協議風景 町内飲食店との協議 おためし地域おこし協力隊
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をテーマにご講演いただきました。続く事例発表では、島根県海士町長の大江和彦氏、Orbray株式
会社代表取締役社長の並木里也子氏、山形県酒田市長の矢口明子氏から、若者や女性の活躍を促進
する取り組みについて紹介していただきました。また、講演会終了後には交流会を開催し、参加者
と講師の方々との間で活発な意見交換が行われました。

このほか、地域の課題に即した内容とするため、都道府県と連携し全国各地で地域再生セミナー
を開催しています。令和7年度は、 9 月26日に千葉県との共催により「関係・交流人口の拡大をはじ
めとする地方創生」をテーマに開催しました。

本セミナーでは、株式会社第一プログレス代表取締役社長／ TURNSプロデューサーである堀口
正裕氏の講演、一般社団法人岡山県地域おこし協力隊ネットワーク代表／合同会社たわし代表取締
役である藤井裕也氏の講演と続き、それぞれ活発な質疑が交わされました。

千葉県内の自治体職員や地域おこし協力隊など多くの方々に参加いただき、実践的な内容で関心
を引くセミナーとなりました。

5．持続可能な地域づくり事例集

ふるさと財団では、地域再生マネージャー事業を活用した事業のうち、現在も取組みが継続・発
展し、成果を上げている30地域の優良事例をまとめた事例集を作成しており、自治体における地域
づくりの参考となるよう、令和 7 年度中に発刊の予定です。

6．おわりに

今後とも、ふるさと財団は、全国市町村振興協会助成金の一層の有効活用を図りつつ、自治体の
皆さまに寄り添い、地域の課題解決や活性化に貢献できる多様な支援策を展開することで、自治体
職員や地域づくりに関わる皆さまの成長を支援し、地域の未来づくりに貢献してまいります。

地域再生フォーラムの状況 地域再生セミナーチラシ
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■はじめに

全国町村会（会長・棚野孝夫北海道白糠町長）は、大正 9 年（1920年） 5 月に開かれたわが国最
初の全国町村長会議において、地方に都道府県町村長会を、中央に全国町村長会を組織し、町村自
治の振興発展に寄与すべきであるとの提案が満場一致で可決され、翌大正10年（1921年） 2 月12日
東京において全国町村長代表600余名が参集して創立総会を開催、全国町村長会として発足したもの
です。

昭和22年（1947年） 8 月、全国町村長会は町村行政の総合的連携機関としてふさわしい名称にす
べきであるとして、その名称を「全国町村会」と改め現在に至っています。

その後、全国町村会は昭和38年（1963年）の地方自治法の改正によって、町村長の全国的連合組
織として自治大臣への届出団体となり、また平成 5 年の地方自治法の改正によって内閣又は国会に
対して意見具申ができる団体となりました。

活動の主な内容としては、町村を中心とした地方自治の振興・発展に向けた政策に関する各種の
調査・研究や政府・国会に対する要望、地方行政に関わりのある各種の政府審議会等の参加などの
政務活動を中心に行っています。

このように、本会は首長の連合組織としての性格を有していますが、首長は、住民によって選ばれ、
かつ、組織のトップとして、政策遂行の責任を常に負っていますが、政策を形にし、実際に遂行す
るのは自治体職員です。

人口減少下において、地域の持続可能性を高めるためには、町村長を支える町村職員の能力の向上、
人材育成が極めて重要です。

人材育成には、様々な手法がありますが、本会では比較的小人数を単位とした、複数回にわたる
連続講座を特徴とする 2 つの「塾形式」の講座を開講しています。

1 つは、「地域農政未来塾」、もうひとつは、「デジタル創発塾」で、一般財団法人全国市町村振興
協会からの助成を受けて実施しています。

本稿では、10年間の実績がある「地域農政未来塾」を中心に紹介します。

■地域農政未来塾について

1．塾創設の背景
地域農政未来塾といった、町村職員向けの講座を、なぜ始めたのか、その経緯を振り返ってみます。
全国町村会では、平成26年（2014年） 9 月に、政策提言『「農業・農村政策のあり方についての

提言」都市・農村共生社会の創造～田園回帰の時代を迎えて〜』を発表しました。
この中では、産業政策としての農業政策と地域政策としての農業政策が、バランス良く推進され

ることが重要であり、その際、国と自治体がパートナーシップ関係を構築することが重要であること

人口減少下における町村人材の人口減少下における町村人材の
育成事業について育成事業について

全国町村会
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などを主張しています。
そして、そのためには、自治体側にも努力が必要であると呼びかけています。
この提言を発表して終わりにするのではなく、主張内容を実現、実行するための、フォローアッ

プ事業を立ち上げ、その一環に位置づけたのが、この地域農政未来塾の創設です。

2．目的
農業・農村を取り巻く環境は厳しくかつ近年大きく変化しています。このような状況に対応するた

め、地域の実情を把握し、国の政策についての十分な理解とともに、地域づくりや農政の理論に通じ
た有能な職員の養成が喫緊の課題となっています。

このため、地域の課題に自ら気づき、学び、考え、提案し、そして実行できる地域づくりおよび
町村の農政に携わる職員を養成する本格的な講座を開講しました。

塾の名称には「農政」を冠していますが、農政のみを扱っておらず、地域づくり全般を学ぶこと
を主眼に置いています。

3．特徴
5 つの特徴を挙げたいと思います。

〇特徴 1 　少人数教育へのこだわり
講師の講義内容がすべての受講生に行き渡るよう、またゼミナール形式による講師との対話によ

り研修効果が高まるよう、少人数の受講形態としています。総数約20名、各ゼミナールは 5 名程
度で実施しています。

〇特徴 2 　各界を代表する一流の講師陣の招へい
食料・農業・農村問題、地域づくり、自治体行政、現場の実務家など各界を代表する一流の講

師陣をお迎えしています。
〇特徴 3 　これからの農業・農村政策に必要な知識や能力を、幅広くかつ体系的に学ぶ

地域の実情に対応した農業・農村政策を実践するためには、幅広い知識や考え方を身につける
ことが大切です。そのために必要な内容を厳選し、基礎から応用、実践まで、この塾でしか学ぶ
ことのできない充実したカリキュラムを用意しています。

〇特徴 4 　受講生どうしや講師との人的ネットワークの形成
1 回 2 日間、年間 7 回延べ約65時間の講座を通じ、少人数ゆえの濃密な交流の中で人的ネット

ワークの形成が期待できます。受講によって築かれたネットワークは、今後の大きな財産になります。
2 泊ないし 3 泊寝食をともにできるよう、プログラムの時間割に配慮しています。

〇特徴 5 　さまざまなキャリアの職員が集うこと

講義風景
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受講するにあたって、「農政」の知識や経験は不問としています。これまで受講された塾生の所
属部署は、さまざまです。分野横断的な交流ができることも未来塾の強みです。

［受講時の所属部署の例］総務課、企画課、財政課、地域振興課、まちづくり課、経済課、産業振
興課、建設課、税務課、福祉保健課　ほか

4．地域農政未来塾の概要
⑴　開講期間
　 5 月から翌年 2 月まで
⑵　カリキュラム

①講座
　　・木～金の 2 日間を 1 回とし年間 7 回の講座を実施
　　・ 1 コマ90分・計42コマ
　　（内訳）「特別講義」（ 2 コマ）、「講義編」（26コマ）、「実践編」（ 6 コマ）、「ゼミ・論文指導」（ 8 コマ）

②現地調査
上記「①講座」とは別に、ゼミ単位で現地調査（ 2 ～ 3 泊）を実施。
視察先・視察時期はゼミごとに異なり、日本各地の農業や地域づくりの現場を訪れ、主任講
師の指導のもとで現地の関係者と意見交換したり現地視察を実施。

③フォローアップ研修（卒塾生との意見交換を適宜開催）
卒塾生からは修了後の近況や受講の上でのアドバイスを話してもらい、また、現役塾生から
は未来塾を受講しての所感など、意見交換の場として、塾生、塾長、運営委員長、主任講師
が一堂に会する研修を実施。

⑶　指導体制
塾長：生源寺眞一氏（東京大学・福島大学名誉教授）、主任講師（ 4 名）：小田切徳美氏（明治
大学農学部教授）、榊田みどり氏（明治大学客員教授、農業ジャーナリスト）、荘林幹太郎氏（総
合地球環境学研究所プログラムディレクター）、中嶋康博氏（女子栄養大学栄養学部教授）、客
員講師（約25名）、運営委員長：皆川芳嗣氏（一般社団法人日本農福連携協会会長理事、元農
林水産事務次官）

⑷　開講場所　全国町村会館（東京都千代田区永田町1-11-35）
⑸　修了認定　次の2 つの要件を満たすこと。

①全日程の 7 割以上出席すること。　②修了レポートを作成・提出すること。
⑹　受講料　20万円
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実施講座一覧（令和7年度実施分）

●塾長特別講義
近未来の農業経営・農村社会 東京大学・福島大学名誉教授・（公財）日本農業研究所研究員　　生源寺眞一 氏

●特別講義
体験的農政論の立場から見たコメ問題・その他 （一社）日本農福連携協会会長理事　　皆川　芳嗣 氏

■講義編
政策評価論 東京大学・福島大学名誉教授・（公財）日本農業研究所研究員　　生源寺眞一 氏

農政にとって地域とは何か？ 明治大学農学部教授　　小田切徳美 氏

現場基点で地域農政と多様な担い手を考える 明治大学客員教授・農業ジャーナリスト　　榊田みどり 氏

環境と農政 総合地球環境学研究所プログラムディレクター　　荘林幹太郎 氏

フードシステムと農政 女子栄養大学栄養学部教授　　中嶋　康博 氏

地域経済論 （一社）持続可能な地域社会総合研究所所長　　藤山　　浩 氏

農山村の活性化のために 林野庁長官　　青山　豊久 氏

観光を通じた地域の活性化 國學院大學観光まちづくり学部教授　　梅川　智也 氏

日本の農業政策 東京大学大学院農学生命科学研究科教授　　小嶋　大造 氏

災害に強い地域づくり 茨城大学農学部教授　　福与　徳文 氏

農山村の本質的価値と移住・交流による地域活性化 早稲田大学名誉教授　　宮口　侗廸 氏

これからの農業継承について （一社）日本協同組合連機構客員研究員　　和泉　真理 氏

食料・農業・農村 その現状と可能性を考える 宮城大学食産業学部教授　　三石　誠司 氏

地域の未来は自分たちで創る！ 特定非営利活動法人地域おこし代表理事　　多田　朋孔 氏

農政の決定過程と国際潮流 共同通信アグリラボ編集長・宮城大学特任教授　　石井　勇人 氏

農山漁村の価値と地域再生 法政大学名誉教授　　岡﨑　昌之 氏

農業経営最前線 （一社）全国農業経営コンサルタント協会代表理事　　森　　剛一 氏

6 次産業を超えて～里山オープンイノベーション～ （株）瀬戸内ジャムズガーデン代表取締役　　白鳥　匡史 氏

「関係人口」を理解するウェルビーイングな視点 「ソトコト」編集長　　指出　一正 氏

自治体農政の現場から 岩手県立大学総合政策学部准教授　　役重眞喜子 氏

町村行政のこれから 九州大学大学院法学研究院教授　　嶋田　暁文 氏

生成AIを活用した働き方改革について 当別町役場企画部デジタル都市推進課主幹　　碓井　洋寿 氏

町村における自治体DX対応の課題と展望 （株）チェンジホールディングス公共DX事業　執行役員　　田中　芙優 氏

農林漁業の新たな価値～脱炭素や地方創生の視点から 事業構想大学院大学准教授　　田村　典江 氏

■実践編
論文作成の基礎 （株）インソース　　福井　孝弘 氏

ファシリテーション講座 （株）石塚計画デザイン事務所顧問　　石塚　雅明 氏

プレゼンテーション講座 森ゼミ代表　　森　　吉弘 氏

■ゼミ（論文指導／現地調査）
各主任講師の指導のもとゼミ単位で実施
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概要は以上のとおりですが、この塾の特徴として、受講生の旅費を全国町村会で負担している点
が挙げられます。町村役場は、人数が少ない中で多岐にわたる業務を担当しています。首長と異なり、
町村職員が町外や都道府県外に出る機会は少なく、研修費用やそれに伴う出張旅費の予算化も、昨
今の厳しい財政事情の中、難しいと聞いています。このため、地域農政未来塾は、開講当初から、
全国どこの町村からも参加しやすいよう、塾生の旅費を原則として全額負担しています。

こうしたことによって、例えば離島所在町村からの参加者も増えるなど、参加者の地域が偏在す
ることのないように配慮しています。

また、カリキュラムをご覧いただけるとお分かりいただけると思いますが、特徴で掲げたように、
各界を代表する一流の講師または、現場で活躍中のその道の第一人者に登壇していただきます。

10年間塾を運営してきて感じることは、20名の定員というのが、講師と塾生とが互いの息遣いを
感じる距離感として、適正規模であるということです。

町村数が926あることを考えると、より多くの町村職員に向けた研修講座にすることも考えられま
すが、少人数ゼミ制にすることを決めていたため、大人数制にすることは難しいと考えました。

講師の方々も話しが伝わりやすいようで、傍聴していて、講義に熱が入っていると感じることがよ
くあります。

さらに、質疑応答の時間では、塾生からの質問の手が複数挙がるなど、参加意欲の高さを感じます。
質疑応答が長くなり、予定していた時間帯をオーバーすることもしばしばあったため、ある年度から
は、各コマの間隔を15分間から20分間に延長することにしました。

５．少人数ゼミについて
塾では、修了認定要件に、「修了レポートの作成・提出」を掲げています。
この塾では、4 人の主任講師の指導の下、4 つの少人数ゼミ（ 5 名程度）に分かれた指導をカリキュ

ラムに組み入れています。各主任講師の専門性に沿った学習を受けながら、アウトプットの総仕上
げとして、レポート（論文）を作成し、最終回の講座では、各ゼミ単位で 1 人約30分の持ち時間で
論文発表を行っています。このため、秋以降のゼミでは、論文指導も兼ねた内容になっています。

この修了レポートは 1 万字程度の分量を作成しなければならないため、業務を抱えながら塾に参加
する町村職員にとっては、大きな負担になっているとも言えます。

この少人数ゼミを実施することによって、地域の課題へのアプローチの仕方や考え方をより深く学
ぶことになると同時に、塾生どうし、また、塾生と講師の距離が縮まり、濃密な人間関係を築くこ
とにもつながっています。こうした関係は、塾が修了した後も継続しています。

ゼミ風景
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６．修了論文について
少人数ゼミの設置と共にこの塾の特徴づけているのが、修了論文の作成です。講座の最終回にお

ける論文発表に向けて、塾生は受講期間の後半から主任講師の指導のもとで、徐々に論文を書き上
げることになります。

1 万字の文章を作成することは、普段の町村役場業務では、大部な報告書の作成など、特別な場
合を除いて、まずないのではないかと思います。

しかし、塾で学んだことや、論文の作成過程で会得した知識を、研究や教育のプロでもある主任
講師の指導の下で書き上げる経験は、最良のアウトプット能力を身につける機会になっていると感じ
ます。

役場内や住民などを相手に、説明したり、説得したりするなどの表現手法は、訓練や一定の経験
がないと身に付かないものです。

このため、この塾では、作成した論文を発表する際には、必ずパワーポイントなどのプレゼンテー
ション資料を作成することとしています。さらに、論文発表後に開かれる修了式では、秀逸な発表
に対して「ベストプレゼンテーション賞」を設け表彰しています。

また、作成された論文は、発表前に塾長と運営委員長に送付しています。このうち塾長は、最優
秀賞（ 1 点）と優秀賞（ 2 点）を選定する役割を担い、運営委員長は、ベストプレゼンテーション
賞を選定する役割になっています。

論文の題材に指定はありませんが、ほぼ全ての塾生が、自身の自治体に関わる政策提案をテーマ
にしています。このことは、塾の趣旨でもある、自分で課題を見つけ、解決策を探り、提案するこ
とを体現していると感じます。

これまでの、最優秀賞と優秀賞のテーマを見てみると、そのことがよく分かります。
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７．塾長と受講生の声
ここで、塾長と塾生の声を紹介します（令和 7 年度募集要項から）
⑴　塾長からのメッセージ

東京大学・福島大学名誉教授　生源寺眞一 氏
密度の高さという点で、稀にみる学びの機会であることを実感しています。塾長という立場に

ありながら、手前味噌と受け取られるのを覚悟のうえで、敢えてこのように申し上げたいのです。
拘束時間はけっして長くはありません。町村の業務を念頭に置いているからです。けれども、講
義やゼミの充実度のレベルは半端ではありません。少人数集中型であるとともに、塾生に自分
自身の問題として深く考えさせる内容が込められているからです。したがって、講師と塾生の緊
密な対話も特色のひとつになりました。塾生間の交流も活発で、卒塾生をつなぐ情報交換も続
いています。

締めくくりは研究論文です。塾長としてすべての論文を熟読してきましたが、間違いなく力作
ぞろいです。役場での職務経験の違いなどから論文の内容は多彩ですが、地域の産業と社会の
ありようを真剣かつ具体的に論じている点では共通しています。逆に、町村の現場の取り組みの
大切さを改めて教えられることも少なくありません。この意味で、地域農政未来塾は教える側に
とっても貴重な学びの機会であると言ってよいでしょう。

⑵　「現場を見る力からオリジナルの政策づくりへ」
奈良県大淀町　建設産業課　第 2 期生　中迫貴史 氏
平成29年度に受講した当時、私は商工業振興を担当しており、地域産品であるお茶を活用し

た商品開発が行われておりました。私の町では「日干（にっかん）番茶」という江戸時代以前
からのお茶づくりが続いていますが、あまり知られておらず、担い手が不足している状況もふま
え、お茶づくりそのものに課題があるのでは？と感じ、商工業振興の視点から農政を考えたいと
感じ、この塾を受講しました。
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全国のまち・むらの魅力は、農村（地域）で生きるヒトが連綿と続けてきた“なりわい”が生み
出すモノやコトであると言えます。しかし、現在、人口減少は止まらず、各地域の持つ魅力が
失われるだけでなく、まちの機能維持も難しくなってきています。私はこの地域農政未来塾で、
それらのことに『向き合う力』を得ることができたと感じています。現場を見る力からオリジナ
ルの政策づくりへ。是非とも農政担当以外の職員の皆さまの受講をおすすめします。

⑶　「新たな視点で見えてきた「農山村の価値と可能性」」
山形県小国町　総務企画課　第 4 期生　横山真由美 氏
以前は小規模な町の職員であることに自信が持てないこともありました。しかし、塾での学び

を通して、「物事を総合的に捉えたり、人や地域を繋ぐには、コンパクトな方が都合がよい。人を
巻き込むなら顔が見えた方がよい。」など、小さい町の強みに気づくと同時に農山村の可能性を
感じました。また、全国の自治体職員と共に学び、農山村に深い愛情を持った先生方からご指
導を受け、私自身「自分の町」の見え方が確実に変わりました。

卒塾後、小国町で人や地域を繋ぎたいと思い、「移住者女子会」を開催しました。今では「移
住者コミュニティ」として100人以上が繋がる場となっています。

小国町からは、この塾で毎年、職員が学んでいます。何かを企画するとき、選択するとき、実
行するとき、地域農政未来塾での経験は、いつも私の背中を押してくれています。

⑷　「行政マンとしての自覚強化に」
長野県中川村　産業振興課　第 7 期生　浦上一也 氏
地域農政未来塾を受講し、様々な分野の先生方から講義を受けることで、考える視点や切り

口が増え、「なんのため・誰のための仕事なのか」という業務の基本構造を複合的に理解できる
ようになりました。また、修了論文では、自身の自治体の課題について仮説を立て、根拠を基
にそれを立証することが必要になるため、論理的思考力が養われ、行政に必要な「説明責任」
を前提とした業務が遂行できるようになります。こうした成果を得ることで、行政マンとしての
自覚が強化されました。また、個人としての最大の収穫は、住民や村に対する愛を素直に表現
できるようになり、自身のオリジンを再認識できたことです。年間を通して全 7 回の研修でした
が、その 7 回すべてが確実に仕事の礎になり得る内容でした。

このようにみてみると、塾長が強調している「自分で考える」ことを塾生が会得していること
がうかがえます。塾生には様々な負荷がかかりますが、それだけの価値があることを物語ってい
るように思います。

8．今後の課題
地域農政未来塾は、2018年度の開講から 9 期、166名の町村職員が受講しました。
課題はいくつか挙げられますが、特に気になるのが、応募者の数が伸びないことや、地域的な広が

りが少ないことが挙げられます。
募集については、毎年11月下旬から次年度の募集を開始し、募集要項は926すべての町村に送付し

ていますが、応募者数は20名強にとどまる状況が続いています。
受講に際し、20万円の受講料はかかりますが、参加に要する旅費は全国町村会が負担する、いわ

ば破格の条件を設定し、参加のハードルを下げているつもりですが、応募者が伸びていません。



2026.1　№120 ●	 21

その原因を探るため、町村の状況を調べたことがあります。その結果、最も大きな原因が、町村
役場の人員が少なく、複数回にわたる通年の研修講座に参加させるだけのゆとりがない、というもの
でした。また、塾の名称に「農政」を標ぼうしていることから、人事や研修、まちづくりなどの企
画を担当する部署に、募集案内が届かず、農政担当部署にとどまっている状況も判明しました。

思うに、農政の業務は補助事業の種類が多く、また、制度の変更が比較的頻繁に行われるため、
担当職員の大きな負担になっている印象があります。

農業従事者が大幅に減少する日本の農業の将来を考えると、地域の実情に即した農政の展開こそ
重要になってきます。また、農政に従事している塾生の現場の生の声は、全国町村会にとっても重
要な情報となっています。

今後、こうした現場の生の声を政策に反映させるためにも、町村職員の負担軽減を考慮した塾の
運営を検討したいと考えています。
「特徴」で紹介したように、この塾にはさまざまなキャリアの塾生が集まります。カリキュラムも、

農業政策そのものを扱うコマはありません。農政に関する考え方を通じ、まちづくり全般を学ぶ構成
にしています。受講する上で、所属部署による有利不利は全くありません。

今後、塾の特徴をより広く訴え、多くの町村職員の方々に地域農政未来塾を知ってもらうため、
PR方法の工夫を検討したいと思っています。

■デジタル創発塾について

１．目的
デジタル創発塾は、地域の課題解決のためのデジタル技術の活用方法を学ぶため、2022年度に開

設しました。自治体DXなど行政のデジタル化は、社会全体がデジタル化に向かう中、避けて通るこ
とのできない動きです。一方、自治体の規模は様々であり、デジタル化に際しても、移行の対象と
なるシステムの種類や規模が、町村と都市自治体とでは大きく異なります。

全国町村会が、町村職員を対象としたデジタル対応人材の育成を始めたのは、町村が人口や財政
規模、職員数において、比較的似通っていることから、悩みや課題を共有し、先進事例の横展開など、
町村職員どうしのネットワークを構築することが重要だと考えたからです。

２．概要
⑴対象者　　デジタル施策等に関わる町村職員（業務経験が 2

～ 4 年目程度）
⑵定　員　　30名（2025年度は12名が受講中）
⑶受講料　　 5 万円
⑷スケジュール（2025年度）

7 月から12月の間で 5 回（うち 3 回は 2 日間にわたり開催）、
対面とオンラインを組み合わせた形式になっている。
① 7 月：講義・演習（対面）、② 8 月：講義（対面）、③ 9 月：
演習（オンライン）、④11月：演習（オンライン）、⑤12月：
講義・演習（対面）
参加者の旅費ついては、地域農政未来塾と同様、全国町村会
が負担し受講生の負担軽減を図っています。
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３．カリキュラムの特徴
カリキュラムは、講義と演習で構成されており、全部で 9 コマですが、 1 コマの時間は、90分か

ら180分を超えるものまで、内容に応じ長短を持たせています。
今年度は、特に演習にウェイトを置いているのが特徴です。
演習を担当するのは、北海道科学大学特命教授の髙村茂氏で、全 9 コマのうち演習が 4 コマのべ

19時間弱を占めています。
演習内容は、「町村のDX推進の企画書（アクションプラン）づくり」が中心です。
そのねらいは、①自分の知識が蓄積するだけの研修ではなく、「学び」から「思考」へという発想と、

②自ら行動を起こし、組織内にDXのゆらぎを与える、「思考」から「行動」へというものです。
演習は、各町村の課題共有にはじまり、テーマを提示しあい、そして企画書を作り、最後に発表

します。
このほか、講義では、自治体出身者をはじめとする各分野における有識者から自治体DXの推進手

法や、情報セキュリティ対策、オープンデータの利活用に関すること、また、政策情報などを学ぶ
構成になっています。

いずれの講座も、演習での企画書づくりを進めていくにあたっての示唆が得られるようDXに対す
る意識改革やプロセスなど、技術的な知識の前提あるいはベースとなる基本的な考え方の習得を目指
しているのが特徴です。

４．受講生の声
これまで受講した町村職員の声を紹介します。
・塾で知り合った仲間どうしの相談や雑談が攻略の糸口になる。
・何より全国に仲間がいると楽しい！
・デジタルに関わらず、全庁的な意識統一や目的の明確化のため、トップから若手までそれぞれ

が考える課題や将来的なビジョンをぶつけ合う機会があると良いと思った。
・色々な出会いや考えを体験でき、役場の人と仕事って面白いと改めて実感できた。

■町村における今後の人材育成

総人口が減少する中、町村部の人口は、減少のスピードが市部よりも早いという予測があります。
しかし、農山漁村地域の多い町村は、食料や再生可能エネルギーを生産する現場であり、資源の乏
しい日本の持続可能性を高めていく上で、この先も重要な役割を果たすことになります。国は様々な
課題に対応するため、政策を企画・立案しますが、その政策を実行するのは、自治体職員です。繰
り返しになりますが、町村職員は、人員体制や予算、時間等の制約から、必ずしも研修機会に恵ま
れているとは言い難い状況にあります。

全国町村会では、町村職員の現状を踏まえ、今後とも、関係団体との連携を深めながら人材育成
を含め、町村の存在意義を主張し続け、農山漁村地域の維持、再生のために尽力したいと考えてい
ます。
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公益財団法人
秋田県市町村振興協会

これまでの経過概要Ⅰ
当協会は、市町村振興宝くじの収益金等を活
用し、市町村を支援する事業を行い、もって県
民福祉の増進に資することを目的として昭和54
年 4月 1日に財団法人として設立され、平成25
年 4月 1日には公益財団法人へと移行し、目的
の実現に向け様々な事業に取り組んでいます。

協会の概要Ⅱ
1　関係市町村数（令和 7年 4月 1日現在）
　25市町村（13市 9町 3村）

2　役員等（令和 7年 7月 7日現在）
評議員　 5名
理　事　 6名（うち常務理事 1名）
監　事　 2名

3 　職員　 9 名（兼務職員 9名）

4　資産状況（令和 7年 3月31日現在）
　基本財産　　　         1,000,000円
　基金積立資産　  4,383,328,938円
　長期貸付金　　  5,804,646,138円

事業の概要Ⅲ
1　貸付事業
　県内市町村等が行う公共施設等整備事業や災害時の緊急対策事業に対し、資金貸付けを行って
います。
　なお、貸付期間等の貸付条件は別表 1、過去 3年間の貸付実績は別表 2のとおりです。

秋田県市町村会館
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河辺サービスセンター大規模改修事業（秋田市） 防災基盤整備事業（湯沢市）

別表 1　長期貸付条件

貸付対象事業 公共施設等整備事業

貸付利率 貸付月における（一財）全国市町村振興協会の貸付利率と同率

償還期間

5年（うち据置期間 1年）
10年（うち据置期間 2年）
12年（うち据置期間 2年） 
15年（うち据置期間 3年）

償還方法 半分年賦元金均等償還

別表 2　長期貸付実績� （単位：千円）
年　度 貸付団体数 貸付金額

令和 4年度 5市 1町 1組合 800,000

令和 5年度 5市 1町 800,000

令和 6年度 5市 1町 800,000

2 　市町村振興宝くじ交付金等交付事業
⑴　市町村交付金（ハロウィンジャンボ交付金）交付事業
　新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ）の収益金に係る秋田県交
付金全額を県内25市町村に交付しています。
� （単位：円）

年　度 交付額

令和 4年度 178,584,287

令和 5年度 169,991,869

令和 6年度 163,067,933

⑵　市町村振興助成金交付事業
　市町村振興宝くじ（サマージャンボ）の収益金に係る秋田県交付金を県内 25市町村に交付し
ています。

秋田県ご当地クーちゃん
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� （単位：円）
年　度 交付額

令和 4年度 213,219,954

令和 5年度 186,165,063

令和 6年度 137,698,173

3　市町村職員研修事業
⑴　市町村文化講演会開催事業
　市町村職員等の資質向上を図るため、行政関係者や一般住民を対象とする講演会を開催して
います。
⑵　市町村職員海外研修視察事業
　市町村職員の視野を広げ、国際的な視野と識見をもった人材を養成するため、海外研修を実
施しています。

⑶　市長会等研修助成事業
　秋田県市長会、秋田県町村会、秋田県市議会議長会及び秋田県町村議会議長会が行う研修事
業に対して助成しています。

フードバンク・シンガポール（環境施策研修）

秋田県・秋田県市長会・秋田県町村会合同研修

プロジェクト・ディグニティ（教育・福祉施策研修）

秋田県町村議会議長会研修



2026.1　№120 ●	 31

⑷　市町村職員中央研修所等受講費等助成事業
　市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）及び全国市町村国際文化研修所（国際文化アカ
デミー）が実施する研修の受講・参加を促進するため、研修受講費及び旅費の全額を助成して
います。

4　調査研究および資料収集事業
　市町村の情報を広く県民に提供するため、秋田県内の市町村概要をまとめた「秋田県市町村要覧」
を作成し、ホームページに掲載しています。
○秋田県市町村振興協会ホームページ  URL https://akita-shinkou.or.jp

5　県内空港活用青少年国際交流促進助成事業
　秋田県内に在住する青少年の国際感覚醸成を支援するとともに県内空港発着国際便の利用促進
による地域の国際化を支援するため、修学旅行や国際交流事業等を実施する団体に対し助成を行っ
ています。

6　市町村振興宝くじに係る広報宣伝事業
　当協会の事業実施の原資となる市町村振興宝くじ（サマージャンボ）および新市町村振興宝く
じ（ハロウィンジャンボ）の発売計画額の達成と県内販売額の増加に向け、広報宣伝事業を実施
しています。

令和 7年度サマージャンボ広報宣伝

令和 7年度ハロウィンジャンボ広報宣伝




